
会議・宴会利用規約 

 

株式会社宮崎観光ホテルでは、会議・宴会場のご利用に関して以下の通り規約を設けておりますので、あ

らかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

第１条 会議・宴会等の申込み 

当ホテルに会議・宴会等のお申込みを頂く場合は、直接ご来館いただくか、お電話等にて次の事項をお申

し出いただきます。 

ご利用日・宴席名・主催者名・申込者名・ご連絡先・人数・ご利用内容及び当ホテルが必要と認める事項

について確認させていただきます。 

ただし、ご利用内容によってはお申込みをお断りする場合がございますのでご了承ください。 

 

第２条 契約の成立 

会議・宴会等の契約は、当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。契約が成立し

た場合、予約金を申し受ける場合がございますので、ご了承ください。 

 

第３条 宴会時間と追加室料 

宴会の利用時間は、予め当ホテルとお客様との間で取り決めた時間（設営時間や撤収時間を含まず目安

はおおよそ 2 時間）といたします。この利用時間を超過した場合は、追加室料を申し受けます。ただし、

他の予約との関係で利用時間の延長に応じかねる場合もございます。 

 

第４条 有料人員の確認 

お料理などを用意する人数（以下、『有料人員』と称します）を、会議・宴会等の開催日の３日前正午ま

でに係員にご通知ください。それ以降はすべて手配が完了いたしておりますので、宴会等の開催日に出

席されたお客様の人数が有料人員よりも減少した場合でも有料人員分の料金を頂戴いたします。 

 

第５条 装飾・余興等の手配 

会議・宴会等に関する装飾、パーティーコンパニオン等につきましては、ホテルより指定委託業者に手配

させていただきます。 

お客様がホテルの指定する委託業者以外に直接手配をされる場合は、会議・宴会等を円滑に運営するた

めに、事前にホテルの了承を得た上でご手配いただきますようお願いいたします。 

（ホテルの事前の同意を得ないで、直接業者を手配なされることはくれぐれもご遠慮ください） 

なお、お客様の直接手配による物品の持込みや業者の入館または立ち会いには、別途料金をご請求させ

ていただきます。 

また、ホテルの了解のもとにお客様が直接手配された業者が行う会議・宴会等に関する装飾、余興等の機

器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズ・取り付け方法等の決定あるいは設置場所、設置時間の設定等

につきましては、ホテルの施設を保全し、他のお客様のご利用との調整を図るため、ホテルがその業者の



方々にご指示申し上げます。 

前項の規約に反したものにつきましては、ホテル側より撤去をお願いする場合がありますのであらかじ

めご了承ください。 

 

第６条 損害賠償 

お客様（お客様側の全ての関係者）あるいはお客様が直接依頼された業者の方々が、万が一当ホテルの施

設・什器備品等を破損した場合は、お客様あるいはお客様が直接依頼された取扱業者、関係の方々に、速

やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。 

 

第７条 禁止事項 

（１）犬（盲導犬類を除く）、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜等の持ち込み 

（２）発火または引火性の物品・危険物の持ち込み（花火、クラッカー等） 

（３）悪臭を発生する物品の持ち込み 

（４）法令、公序良俗に反する行為、賭博等風紀を乱す行為、または他のお客様にご迷惑に 

なるような言動 

（５）宴会場、ロビー等の施設や会場内の備付品等の移動・破損・汚損 

（６）ご予約時にホテルとの間で取り決めた使用目的以外でのご利用 

（７）飲食物の持ち込み、指定場所以外でのご飲食 

（８）その他法令で禁じられている行為 

 

第８条 反社会的勢力等の施設利用に関する禁止事項 

（１）次に掲げる組織、個人につきましては、当ホテル内諸施設のご利用をお断りします。 

（ａ）暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者 

（ｂ）暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係 

（ⅽ）反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者 

（ｄ）暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合 

（ｅ）心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全保全が困難、または他のお客様に危険や恐怖 

感、不安感を及ぼす恐れがある者 

 

 

第９条 解約 

①前項 第８条に抵触するとホテルが判断した場合 

②当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力・脅迫・恐喝・威圧的な不当な要求及びこれに類する行為が 

認められた場合、また、かつて同様の行為をされた場合 

③伝染病の保菌者 

 

なお、上記の場合の解約につきましては、解約にともなう損害賠償など金銭のお支払いはいたしかねま

すので、ご了承ください。ただし、申込金はお返しいたします。 



 

第１０条 取消料 

お客様のご都合により既にご予約をいただいている会議・宴会等をお取消しになる場合には、下記のと

おり取消料を頂戴いたします。 

 

会議・宴会等ご利用日の 

59日～30日前まで   宴会等見積り額の ４０％（消費税を除く）と実費諸費用（注） 

29日～14日前まで   宴会等見積り額の ６０％（消費税を除く）と実費諸費用（注） 

13日～ 2日前まで     宴会等見積り額の ８０％（消費税を除く） 

前日から当日      宴会等見積り額の１００％（消費税を除く） 

 

（注）実費諸費用とは、当該宴会等の企画や準備に携わった外部委託会社が負担した一切の費用を指し

ます。 

※料理料金が未定の場合は５，０００円を基準とし、人数が未定の場合はお申込み時の予定人数で計算

させて頂きます。 

 

第１１条 免責事項 

当ホテル利用に際し、主催者お持込みの備品、商品、その他の物品の破損、または盗難に対しては、主催

者の責任のもと管理することとし、当ホテルは一切責任を負いかねますのであらかじめご承知おきくだ

さい。 

また、以下の定める理由に該当することがあった場合につきましては、お客様、当ホテル双方とも免責と

させていただきます。 

①天変地異、自然災害、火災、戦争、テロ等、伝染病の発生、その他お客様及び当ホテルのいずれの責に

帰することのできない事由により会議・宴会の履行が不可能若しくは困難になった場合 

②法令又は法令に基づく公民力の行使、若しくは関係省庁の指導等による本会場の収用、取り払い、使用

禁止等の事由が発生、その他不可抗力によりホテルが予約上の義務を履行できない、または履行期限を

遵守できない場合 

 

第１２条 その他 

料理のお持ち帰りについては食中毒防止等食品衛生管理の面からお断りさせていただいております。 
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